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処分第５号 

平成２７年度龍ケ崎市一般会計補正予算（第５号） 

平成２７年度龍ケ崎市の一般会計補正予算（第５号）は，次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ53,595千円を減

額し，歳入歳出予算の総額をそれぞれ 25,313,519 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 既定の繰越明許費の追加，廃止及び変更は，「第２表 繰越明許費

補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 既定の地方債の廃止及び変更は,「第３表 地方債補正」による。 

この予算については，特に緊急を要するため市議会を招集する時間的

余裕がないことが明らかであることから，地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項の規定により，これを処分する。

平成２８年３月２８日 

龍ケ崎市長 中 山 一 生 
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　歳　入 (単位   千円)

14 国庫支出金 3,693,303 △52,863 3,640,440

1 国庫負担金 2,973,555 873 2,974,428

2 国庫補助金 700,074 △53,736 646,338

15 県支出金 1,728,299 △43,005 1,685,294

1 県負担金 957,444 189 957,633

2 県補助金 613,136 △43,194 569,942

18 繰入金 333,821 △12 333,809

2 基金繰入金 333,820 △12 333,808

19 繰越金 917,520 77,685 995,205

1 繰越金 917,520 77,685 995,205

21 市債 2,228,747 △35,400 2,193,347

1 市債 2,228,747 △35,400 2,193,347

25,367,114 △53,595 25,313,519

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 
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　歳　出 (単位   千円)

2 総務費 3,690,376 56,674 3,747,050

1 総務管理費 3,092,068 56,674 3,148,742

3 民生費 9,823,971 △27,523 9,796,448

1 社会福祉費 4,265,811 △9,575 4,256,236

2 児童福祉費 4,072,342 △17,948 4,054,394

4 衛生費 2,017,567 △3,780 2,013,787

1 保健衛生費 772,449 △3,780 768,669

6 農林水産業費 710,226 △43,194 667,032

1 農業費 707,269 △43,194 664,075

7 商工費 180,634 △12,305 168,329

1 商工費 180,634 △12,305 168,329

8 土木費 1,582,782 △18,078 1,564,704

2 道路橋梁費 561,519 △6,934 554,585

3 河川費 51,817 △2,833 48,984

4 都市計画費 642,157 △2,069 640,088

5 住宅費 53,624 △6,242 47,382

10 教育費 3,089,694 △5,389 3,084,305

2 小学校費 614,809 △1,264 613,545

3 中学校費 560,532 △247 560,285

4 幼稚園費 42,609 2,240 44,849

6 保健体育費 1,031,968 △6,118 1,025,850

25,367,114 △53,595 25,313,519

補 正 額 計款 項 補正前の額

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 
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（追加) （単位  千円）

（廃止) （単位  千円）

（変更) （単位  千円）

4 衛生費 1 保健衛生費
保健センター管理運営
費

6,843
保健センター管理運営
費

7,505

8 土木費 2 道路橋梁費

8,926

市道第3-113号線整備事業 1,730

2 児童福祉費
子ども・子育て支援事
業

9,776

金　額

子ども・子育て支援事
業

6,111

事　業　名

補　正　前 補　正　後

金　額

7 商工費 1 商工費

第　２　表　　繰　越　明　許　費　補　正

事　業　名

2 児童福祉費

款 項

6 農林水産業費

農業公園湯ったり館管
理運営費

59,2421 農業費

市街地活性化対策費 5,979

1,000

児童福祉事務費 1,3483 民生費

子育て相談事業 3,7804 衛生費 1 保健衛生費

金　　額

シティセールスプロモーション事業 20,000

地域振興事業

農業公園湯ったり館管
理運営費

款 項 事　　業　　名

4 都市計画費 都市計画事務費

6 農林水産業費 61,576

観光物産事業 2,000

駅前こどもステーション管理運営費 18,356

3 民生費

款 項

農業経営基盤強化促進対策事業 27,2461 農業費

事　　業　　名 金　　額

広報活動費 3,0032 総務費 1 総務管理費
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（廃止） （単位  千円）

（変更） （単位  千円）

第　３　表　　地　方　債　補　正

利　率

政府資金についてはその融資条
件により，銀行その他の場合には
その債権者と協定するものによ
る。

ただし，市財政の都合により据
置期間及び償還期限を短縮し，又
は繰上償還（金融機関等に預金保
険法（昭和46年法律第34号）第49
条第2項又は農水産業協同組合貯
金保険法（昭和48年法律第53号）
第49条第2項に定める保険事故が
生じた場合に，債権との相殺によ
る繰上償還を含む。）若しくは低
利に借換えすることができる。

償還の方法

体育施設
整備事業

87,900

13,200

40,500

83,400

都市公園
整備事業

16,300 15,100

　政府資金につい
てはその融資条件
により，銀行その
他の場合にはその
債権者と協定する
ものによる。
　ただし，市財政
の都合により据置
期間及び償還期限
を短縮し，又は繰
上償還（金融機関
等に預金保険法
（昭和46年法律第
34号）第49条第2項
又は農水産業協同
組合貯金保険法
（昭和48年法律第
53号）第49条第2項
に定める保険事故
が生じた場合に，
債権との相殺によ
る繰上償還を含
む。）若しくは低
利に借換えするこ
とができる。

167,600

限度額

96,400

市営住宅施設整備事業

限度額
起債の
方　法

利 率

2,000

年5.0%以内
（ただし，
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金及び地
方公共団体
金融機構資
金につい
て，利率の
見直しを
行った後に
おいては，
当該見直し
後の利率）

普通貸借

又は

証券発行

起債の目的

起債の
目　的

補　　正　　前

防犯灯整
備事業

左

に

同

じ

左

に

同

じ

114,000

普通
貸借

又は

証券
発行

排水路整
備事業

地方道路
等整備事
業

計

補　　正　　後

限度額
起債の
方　法

2,228,747

15,100

174,400

中学校施
設整備事
業

小学校施
設整備事
業

起債の
方  法

左

に

同

じ

償還の
方　法

40,700

2,195,347

　年5.0%
以内（た
だし，利
率見直し
方式で借
り入れる
政府資金
及び地方
公共団体
金融機構
資金につ
いて，利
率の見直
しを行っ
た後にお
いては，
当該見直
し後の利

率）

利 率 償還の方法

4,100 2,900
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15 16



17 18



19 20



21 22



処分第６号 

平成２７年度龍ケ崎市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第４号） 

平成２７年度龍ケ崎市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ64,394千円を減

額し，歳入歳出予算の総額をそれぞれ 9,357,363 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

この予算については，特に緊急を要するため市議会を招集する時間的

余裕がないことが明らかであることから，地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項の規定により，これを処分する。

平成２８年３月２８日 

龍ケ崎市長 中 山 一 生 

1



　歳　入 (単位   千円)

1 国民健康保険税 2,012,008 △59,411 1,952,597

1 国民健康保険税 2,012,008 △59,411 1,952,597

4 国庫支出金 1,744,232 57,806 1,802,038

1 国庫負担金 1,458,126 △3,843 1,454,283

2 国庫補助金 286,106 61,649 347,755

5 療養給付費等交付金 223,442 10,564 234,006

1 療養給付費等交付金 223,442 10,564 234,006

7 県支出金 432,300 39,604 471,904

1 県負担金 50,916 △3,986 46,930

2 県補助金 381,384 43,590 424,974

8 共同事業交付金 1,994,526 △103,580 1,890,946

1 共同事業交付金 1,994,526 △103,580 1,890,946

10 繰入金 829,530 △9,377 820,153

1 一般会計繰入金 829,530 △9,377 820,153

9,421,757 △64,394 9,357,363

　歳　出 (単位   千円)

7 共同事業拠出金 1,998,066 △65,556 1,932,510

1 共同事業拠出金 1,998,066 △65,556 1,932,510

8 保健事業費 53,730 1,162 54,892

2 保健事業費 14,262 1,162 15,424

9,421,757 △64,394 9,357,363

補正前の額 補 正 額 計

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 

款 項
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処分第７号 

平成２７年度龍ケ崎市公共下水道事業特別会計補正予算（第

４号） 

平成２７年度龍ケ崎市の公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）は，

次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ402千円を追加し，

歳入歳出予算の総額をそれぞれ 2,240,426 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 既定の地方債の変更は,「第２表 地方債補正」による。 

この予算については，特に緊急を要するため市議会を招集する時間的

余裕がないことが明らかであることから，地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項の規定により，これを処分する。

平成２８年３月２８日 

龍ケ崎市長 中 山 一 生 
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　歳　入 (単位   千円)

6 繰入金 362,494 △698 361,796

1 一般会計繰入金 362,494 △698 361,796

9 市債 699,100 1,100 700,200

1 市債 699,100 1,100 700,200

2,240,024 402 2,240,426

　歳　出 (単位   千円)

1 下水道費 702,906 402 703,308

1 下水道管理費 533,256 402 533,658

2,240,024 402 2,240,426

補 正 額 計

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 

款 項 補正前の額
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（変更） （単位  千円）

55,600

償還の方法 限度額
起債の
方  法

700,200

56,700

左
　
に
　
同
　
じ

第　２　表　　地　方　債　補　正

起債の目的
補　　正　　前 補　　正　　後

限度額

公共下水道事
業

起債の
方　法

利 率

計 699,100

左
　
に
　
同
　
じ

左
　
に
　
同
　
じ

利　率
償還の
方　法

普通
貸借

又は

証券
発行

年5.0%以内
（ただし，利
率見直し方式
で借り入れる
政府資金及び
地方公共団体
金融機構資金
について，利
率の見直しを
行った後にお
いては，当該
見直し後の利
率）

政府資金につ
いてはその融資
条件により，銀
行その他の場合
にはその債権者
と協定するもの
による。

ただし，市財
政の都合により
据置期間及び償
還 期 限 を 短 縮
し，又は繰上償
還（金融機関等
に 預 金 保 険 法
（昭和46年法律
第34号）第49条
第2項又は農水産
業協同組合貯金
保険法（昭和48
年法律第53号）
第49条第2項に定
める保険事故が
生じた場合に，
債権との相殺に
よる繰上償還を
含む。）若しく
は低利に借換え
することができ
る。
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処分第８号 

平成２７年度龍ケ崎市介護保険事業特別会計補正予算（第５

号） 

平成２７年度龍ケ崎市の介護保険事業特別会計補正予算（第５号）は，

次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ802千円を追加し，

歳入歳出予算の総額をそれぞれ 4,689,798 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

この予算については，特に緊急を要するため市議会を招集する時間的

余裕がないことが明らかであることから，地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項の規定により，これを処分する。

平成２８年３月２８日 

龍ケ崎市長 中 山 一 生 
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　歳　入 (単位   千円)

7 繰入金 678,056 802 678,858

1 一般会計繰入金 678,056 802 678,858

4,688,996 802 4,689,798

　歳　出 (単位   千円)

1 総務費 121,845 802 122,647

3 介護認定審査会費 50,682 802 51,484

4,688,996 802 4,689,798

補正前の額 補 正 額 計

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 

款 項
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